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ひ
と
り
親
家
庭
を
支
援
す
る
た
め
、

臨
時
特
別
給
付
金
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

 

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
に
は
、
申

請
不
要
で
手
当
の
振
込
口
座
に
支
給

さ
れ
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

し
た
方
へ
の
追
加
給
付
や
、
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方
で

次
の
要
件
に
該
当
し
、
給
付
を
希
望
す

る
方
は
、
申
請
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

◆
申
請
が
必
要
と
な
る
方
の
要
件 

①
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り
、
令

和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
が
全
額
停
止
さ
れ
て
い
る
方 

※
す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
だ

け
で
な
く
、
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を

し
て
い
れ
ば
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
の
受
給
が
全
額
ま
た
は

一
部
停
止
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
方

も
対
象
と
な
り
ま
す
。 

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方 

◆
給
付
額 

①
基
本
給
付
…
１
世
帯
５
万
円
、
第
２

子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円 

②
家
計
急
変
に
よ
る
追
加
給
付
…
１

世
帯
５
万
円 

◆
公
的
年
金
等
受
給
者
の
申
請
期
限

令
和
３
年
２
月
15
日
（
月
）
ま
で

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

子
育
て
支
援
係 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

    
 

心
と
体
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
、

い
つ
も
よ
り
少
し
だ
け
体
を
動
か
し

て
み
ま
せ
ん
か
？
「
運
動
は
必
要
。
わ

か
っ
て
る
け
ど
一
人
だ
と
ち
ょ
っ
と

気
持
ち
が
…
」
「
運
動
し
た
い
と
思
っ

て
い
た
け
ど
何
を
し
た
ら
い
い
か
わ

か
ら
な
い
…
」
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し

て
る
け
ど
、
ほ
か
に
も
取
り
組
み
た

い
！
」
そ
ん
な
方
は
、
一
歩
踏
み
出
す

チ
ャ
ン
ス
で
す
。
ぜ
ひ
今
回
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

◆
開
催
日 

９
月
２
日(

水)

～
11
月
25
日
（
水
）

の
毎
週
水
曜
日
（
全
13
回
） 

◆
時 

間 

10
時
30
分
～
11
時
30
分 

◆
場 

所 

北
金
ケ
沢
総
合
防
災
セ
ン
タ
ー 

◆
内 

容 

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
・
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど 

◆
対 

象 

 

深
浦
町
民
で
全
13
回
参
加
で
き
る
方 

（
都
合
に
よ
る
欠
席
は
可
能
で
す
） 

◆
参
加
費 

 

無 

料 

◆
募
集
定
員 

 

 

20
人
（
先
着
順
） 

◆
申
込
締
切 

 

８
月
25
日(

火) 

17
時 

◆
そ
の
他 

①
持
病
が
あ
り
医
師
か
ら
運
動
を
制
限

さ
れ
て
い
る
方
は
申
込
で
き
ま
せ
ん
。 

②
送
迎
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

③
傷
害
保
険
は
各
自
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

④
日
時
に
つ
い
て
は
、
講
師
の
都
合
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

健
康
推
進
課 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
に
つ
い
て 

運
動
不
足
解
消 

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
催
し
ま
す



 
 

  

広報ふかうら（お知らせ版）②

〇地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する者は受験できません
（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
（２）深浦町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

勤務条件

資格要件 　正看護師免許証を有する者

募集人員 　1名

業務内容 　訪問看護業務

条件付採用
１か月間の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用とります。
（月の勤務日数が１５日に満たない場合は、日数が１５日に達するまで延長）

その他
原則として、正職員と同じく地方公務員法が適用されます。また、条例等の改正により勤務条件
等については、変更される場合があります。

２　受験資格

①勤務時間
　午前８時から午後４時３０分（休憩１時間）
　　※週休二日制、年末年始12/29～1/3
　　※平日夜間及び土日の電話当番あり（月7日程度）
②休暇
　年次休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休暇、夏季休暇、
子の看護休暇等、無給休暇として産前・産後休暇、介護休暇等が取得できます。
③勤務場所
　訪問看護ステーション（健康推進課）

給　　与

①報酬
　月額　189,194円～
（支給要件に応じて、通勤費分費用弁償、期末手当が支給されます。退職手当等は支給されませ
ん。）
②その他
　時間外勤務または休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算または手当が支
給されます。

※①受験申込書、②面接カードについては、町ホームページからダウンロードするか、役場総務課で配付しま
す。

３　応募手続

提出書類 ①受験申込書　②面接カード　③看護師免許証の写し
　※試験終了後の応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承願います。

申込及び
問合せ先

深浦町総務課　行政係
　〒０３８－２３２４　深浦町大字深浦字苗代沢８４番地２
　電話０１７３－７４－２１１２

受付期間
８月１４日（金）　～　９月１１日（金）　【必着】
①持参の場合　平日：午前８時１５分から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く）
②郵送の場合　封筒の表に「会計年度任用職員申込書」と朱書きしてください

社会保険 雇用保険法、厚生年金保険法及び健康保険法の被保険者となります。

任用期間 　１０月１日から令和３年３月３１日まで（再度の任用有）

会計年度任用職員（看護師）採用試験のお知らせ

　◎受付期間　８月１４日（金） ～  ９月１１日（金）【必着】

　◎試験日時  ９月１８日（金）午前１０時　　◎試験方法　面接試験

　◎試験会場　深浦町保健センター

１　募集要領

 町では次のとおり会計年度任用職員を募集します
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青森県では、「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた

県内事業者の取組を支援するため、「青森県新しい生活様式対応推進応援金」を対象事業者

に対し支給します。申請をされる方は、青森県庁のホームページから様式をダウンロードす

るなどして、青森県庁へ直接お申込みください。（詳しくは、青森県庁ホームページにてご

確認ください。） 

■応援金額   １０万円 

■対象者 

  新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有 

する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、感染拡大の防 

止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している者であること。  

※国の持続化給付金や県の休業要請に伴う協力金等の給付を受けた事業者も対象となります。  

■支給要件 

①令和２年４月３０日以前に開業し、営業により得た事業収入に伴う税の申告をしてお 

り、今後も事業を継続する意思があること。  

②令和２年１月以降、申請日の属する月の前月までの期間で、新型コロナウイルス感染症の 

影響により、月間事業収入が前年同月比で２０％以上減少した月（対象月）があること。  

③「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」や業種毎のガイドライン等を踏 

まえ、適切な感染防止対策に取り組んでいること。  

④③の取組を従業員や顧客に対して周知していること。  

■申請方法 

申請書は県庁ホームページからダウンロードするか、県庁正面玄関受付、県の合同庁舎に

配置しております。また、平日は各商工会議所及び各商工会でも入手できます。９月３０日

（水）まで（当日消印有効）に「〒０３０―８５７０ 青森県庁 新しい生活様式対応推進

応援金支給事務局」へ郵送してください。 

県庁ＨＰ【「新しい生活様式対応推進応援金」について】 

 http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/atarashii_seikatsu_ouenkin.html 

（インターネットで「青森県 応援金」を検索） 

□問合せ先  青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口 

       ＴＥＬ ０１２０－９４５－７６９ 

 

 

 

 

 

 

 

■期 間  ８月３日（月）～１２月２５日（金）※土・日・祝日を除く 

■時 間   ９時～１６時 ■場 所  深浦町商工会（まるごと市場２階） 

■参加方法  予約制    □予約・問合せ先  深浦町商工会 ＴＥＬ ７４－２５０９ 

「青森県新しい生活様式対応推進応援金」に関するお知らせ 

「持続化給付金」「家賃支援給付金」相談窓口を開設しています 

国が実施している「持続化給付金」、「家賃支援給付金」は電子申

請となっているため、新型コロナウイルスの影響を受けた中小法

人、個人事業者等で、電子申請が困難な方へ申請サポートします。
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青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、下記の強化週間中、平日の電話相談

時間を延長し、土・日曜日も電話相談を行います。 
相談は無料で、秘密は守ります。ひとりで悩まず、相談してください。 

■期 間  

①８月２８日（金）・８月３１日（月）～９月３日（木）８時３０分～１９時 
②８月２９日（土）～３０日（日） １０時～１７時 
□問合せ先 

子どもの人権１１０番  ＴＥＬ ０１２０－００７－１１０ 
（平日の８時３０分から１７時１５分まで相談を受け付けています。） 
 
 
 
 
 
 
町では、町内在住者を対象に個人住宅のリフォームを行う町民の方を支援しています。 
この度、昨今の社会情勢を考慮し令和２年度申請受付の終了日を７月３１日（金）から１

０月３０日（金）まで延長します。 
現在お住まいの住宅の内外装改修や、水回り改修等の様々な工事が対象となりますので、

リフォームをお考えの方は、受付期間内に申請をお願いします。 
詳細については、建設課に問合せいただくか、町ホームページをご確認ください。 

町補助額 
リフォーム工事 

※工事費５０万円（税込）以上から

下水道接続工事 

※工事費１０万円（税込）以上から

補助率（工事費の） １０％ １５％ 

補助限度額（最大） 

２０万円まで １０万円まで 

リフォーム工事と下水道接続工事の併用で最大３０万円まで 

※併用の場合は工事費１０万円（税込）以上からが対象となります。 
□問合せ先  建設課  ＴＥＬ ７４－４４１３ 
 
 
 
 個人事業税は、物品販売業、請負業、不動産貸付業、医業、理容業などの一定の事業を営

む個人の方に、原則として前年中の事業の所得をもとに課税される県の税金です。 
 県税部から送付される納税通知書により、８月と１１月の二期に分けて納めていただきま

す。 
 今年度の第一期分の納期限は８月３１日（月）です。納期限までに、お近くのコンビニエ

ンスストアや金融機関で納付してください。 
□問合せ先  西北地域県民局県税部課税課  ＴＥＬ ０１７３－３４－２１１１ 

「子どもの人権１１０番」強化週間 

深浦町住環境リフォーム推進事業 

申請受付期間を１０月３０日（金）まで延長します 

※申請の受付は、予算の状況により途中で締め切ることもありますのでご了承ください。

個人事業税の納付について 
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 ８月下旬～９月上旬の８日間、保健師を目指す青森県立保健大学実習生が当町で地域保健

実習を行います。 

実習では、住民の皆様への「健康教育」や「家庭訪問」、 

また地域を実際に歩き、住民の方へ直接お話を伺わせてい 

ただく「地区踏査」などを予定しています。 

実習生から声をかけられることがあるかもしれませんが、 

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

※感染症予防のため、マスク装着や手指等の消毒、一定の 

距離確保等に努めますのでご了承ください。 

□問合せ先   健康推進課 ＴＥＬ ８２－０２８８ 

  

 

 

 教 室 内             容 期   間 時   間

パッチワーク 

教室 

可愛い＆綺麗なキルト(布)を縫い合わせてクッ

ションやバッグを作ります 

９月～１２月 

第２月曜日 
10 時～15 時

木 目 込 み 人 形 

教室 

可愛い人形から動物、額に木目込む作品まで

様々あり、初級・上級問わず指導します。 

９月～１２月 

第２水曜日 
11 時～16 時

編 み 物 教 室 
編み物の基本から応用まで、初級・上級問い

ません。 

９月～１２月 

第１木曜日 
10 時～15 時

ヨ ガ 教 室 

疲れやストレスの解消、ダイエット効果など

カラダのバランスを整えます。男女を問いま

せん。初心者大歓迎。 

10 月～11 月 

月２回 
10 時～12 時

※応募人数が少ない場合は、教室・講座を中止または延期させていただく場合があります。 

■会  場  深浦町公民館を主とし、講座内容により関連施設を利用します。 

■受 講 料  一人年額１，０００円 

※なお、若干の教材費が必要な場合もあり受講者の負担となります。 

■申込方法   

深浦町公民館へ直接お申し込みください。電話またはＦＡＸでも受付けします。 

■申込締切  

・パッチワーク教室 随時受付 

・木目込み人形教室 ８月２５日（火） 

 ・編み物教室    ８月２５日（火） 

 ・ヨガ教室      ９月１０日（木） 

 

□問合せ・申込先 

 深浦町公民館  ＴＥＬ ７４－２０３１   ＦＡＸ ８２－０８５８ 

実習生受け入れのお知らせ 

深浦町公民館各種教室・講座生徒募集！！ 



  
 

 

８月３１日（月）は、町県民税（２期）及び国民健康保険税（２期）の納期限です。納め忘

れのないよう、ご注意ください。 

◎納期限までに納付されなかった場合は督促状が送付され、督促手数料が徴収されます。 

□問合せ先 

 税務課 収納係 ＴＥＬ ７４－２１１４（内線１２４） 

 

 

 

 

■日 時    

９月１２日(土) ９時～１２時 

■集合場所  

 風合瀬いか焼き村（受付時間：９時～９時３０分）            

■内 容    

風合瀬地区の自然景観を楽しみながら、約１時間半のウォーキングを予定しています。（ノ

ルディックウォークも可） 

※小雨は決行。悪天候の場合は、中止とします。           

■募集人数   

 小学生以上 定員３０名（小学生の参加は保護者同伴とします。） 

■参加料   

 １人５００円(傷害保険料等) 

■持参品 

 飲み物、タオル、着替え、軍手、雨具(レインコート等)など 

■申込期限  

 ９月７日（月曜日）正午までに、電話またはＦＡＸでお申込みください。 

□申込・問合せ先  

 深浦町教育委員会 教育課（深浦字苗代沢８４－２ 役場３階） 

 ＴＥＬ ７４－４４１９  ＦＡＸ ７４－３０５０  担当：社会教育係 

                                         

 

「 風合瀬地区ウォ―キング 」 参 加 申 込 書 

氏名  年齢 歳 性別 男 ・ 女 

住所 深浦町大字 電話番号  

氏名  年齢 歳 性別 男 ・ 女 

住所 深浦町大字 電話番号  

風合瀬地区ウォーキング 

納税のお知らせ 
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年次有給休暇が１０日以上付与される労働者について、年次有給休暇を付与した日から１

年以内に５日、年次有給休暇を取得させなければなりません。 

詳細は専用相談窓口まで問合せください。 

■専用相談窓口 

五所川原労働基準監督署労働時間相談・支援班 

ＴＥＬ ０１７３－３５－２３０９ 

（受付時間：８時３０分～１７時１５分（土日祝を除く）） 

 

年５日の年次有給休暇を取得させることが義務となっています！ 
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年以内に５日、年次有給休暇を取得させなければなりません。 
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■専用相談窓口 

五所川原労働基準監督署労働時間相談・支援班 
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年５日の年次有給休暇を取得させることが義務となっています！ 
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集まる・増える 

 

 

 

 

 野良猫への無責任な餌やりが原因となった苦情が寄せられています。 

野良猫への無責任な餌やりはやめましょう！ 

 ご近所の方は、大変な迷惑を受けながら我慢しているかもしれません。 

  

 

 

 

 

 

                                              

  

 

外は危険がいっぱい！       家の中でみんな安心 

 

 

近所迷惑

 

◎野良猫への無責任な餌やりはやめましょう！ 
 

 
ウンチ 

鳴き声 

 

餌やり・放置 

◎子猫が生まれなくなる手術（不妊・去勢）を行いましょう！ 

 猫は最大年４回、１回につき３～６匹出産します。 

 
 

飼い主のいない不幸な猫が増える 

◎猫は家の中で飼いましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

猫の飼育のルールとマナー 

猫に関する相談・問合せ先   町民課 町民生活係 ＴＥＬ：７４－２１１５ 

原因にもなります。 



 
  

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係
者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前

の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

新しい コロナウイルスの 病気を 広げない ための

家の ごみの 捨て方
― 家の ごみを 出すときに 気をつける ５つのこと―

キャップと
ラベルは
とりましょう

ごみ袋はしっかり
しばりましょう!

2 3

4 5

ごみ袋の空気を
抜きましょう!

生ごみは水を
ぬきましょう!

家のごみを
減らしましょう!

たとえば、食べ物のごみ（ロス）を
少なくしましょう。
「食ロスポータルサイト」

(日本語) ▶

住んでいる町のルールのとおりに
ごみを分けて捨てましょう!

いつもと違うルールに
なっていることがあります。
また、ごみを道などに
捨ててはいけません。

💦💦

新しい コロナウイルスの 病気の人 や 病気かもしれない人の
マスクや ティッシュの 捨て方

❶ごみ箱にごみ袋をかぶせて、
いっぱいにならないように
しましょう

❷ごみ袋の空気を抜いて、
しっかりしばって捨てましょう

❸ごみを捨てたあとは、
せっけんで手を洗いましょう

みなさまの家族やごみをあつかう仕事をする人を守るために、協力をおねがいします。

1

ごみが袋の外側についたときや、
袋がやぶれたときは、
ごみ袋を二重にしましょう。

あたら びょうき ひろ

いえ だ き

へ わ す

あたら びょうき ひと びょうき ひと

す て あら

いえ す まち

ぶくろ ぶくろ くうき なま みず

いえ す かた

ぬ

ばこ ぶくろ ぶくろ くうき ぬ す

す かた

かんきょうしょう

た もの

しょく みち

にほんご す

ふくろ そとがわ

ぶくろ にじゅう

かぞく しごと ひと まも きょうりょく

ふくろ

ちが

すく

ごみを集める車の中で袋が
やぶれることがあります。

あつ くるまなか ふくろ
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カンピロバクター食中毒

カンピロバクターって?

厚生労働省ホームページ「カンピロバクター食中毒予防について（Q&A）」もご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126281.html

鶏肉は中心部までしっかりと加熱、
他の食材に菌が移らないように注意！

生・半生・加熱不足の鶏肉料理による

安全な
家庭調理
の心得

『新鮮だから安全』

ではありません!！

！ が多発しています！

鶏 肉

家庭での食中毒を防ぐために

《ご注意ください》

鶏肉は食生活に欠かせない食材です！
おいしく安全に食べましょう。

特徴：ニワトリやウシなどの腸管内にいる細菌で、
少量の菌数でも食中毒を発生。熱に弱い。

食中毒の症状（食べてから１～７日で発症）
：下痢、腹痛、発熱

対策：十分な加熱（中心が白くなるまで焼く）
サラダなど生で食べるものとは別に調理
鶏肉を調理した器具は熱湯で消毒

厚生労働省

市販鶏肉から、カンピ
ロバクターが高い割合
で見つかっています！

20%～100%
（※）

（※）過去の厚生労働科学研究の結果より
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2020年6月HACCP導入制度化！

あなたの事業所は導入準備 進んでますか？

２０２０年6月に［食品衛生法等の一部を改正
する法律］が公布され、全ての食品製造事業者
に対して[ＨＡＣＣＰ（ハサップ）衛生管理シ
ステム]を導入した製造現場の衛生管理が義務
付けられる事になります。つまり、税金と同じ
で法律ですから好むと好まざるとに関わらず、
全ての業者さんが取り組まなければならないの
です。ＨＡＣＣＰって何？なんでやらなきゃい
けないの？いったいどこから手を付ければいい
のか分からない、等々様々な疑問・質問に対し
て、JHTC認定 HACCP上級コーディネーター
が、誰でもわかる様に丁寧にお答え致します。

９月４日 14:00
〜16:00金

深浦町商工会 まるごと市場２階 （深浦町大字深浦字浜町352-1）
電話：0173-74-2509

＜ 講 師 紹 介 ＞
石川 大悟
（イシカワ ダイゴ）

＜とき＞

＜ところ＞

事業所名 受講者氏名

所 在 地 受講者氏名

Ｔ Ｅ Ｌ 受講者氏名

切り取らずに そのままＦＡＸしてください

「HACCP導入セミナー」 受講申込書

深浦町商工会 行（FAX：0173-74-3595）

下記申込書にご記入の上、深浦町商工会へＦＡＸにてお申込みください。

※最寄りの商工会でも受け付けいたします。

【主催：深浦町商工会 ／ 共催：西郡食品衛生協会深浦支部】

※ご記入いただきました情報は、当商工会からの各種連絡・情報提供にのみ利用させていただきます。

＜申し込み方法＞ 定員３０名

参加
無料

・JHTC認定 HACCP上級コーディネーター
・FSPCA 予防管理適格者（PCQI）
・中級食品表示診断士（食品表示検定協会）
・中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（理科）

他

そのお悩み、専門家が一緒に解決致します
・そもそもＨＡＣＣＰって何？
・ＨＡＣＣＰやらないとどうなるの？
・ＨＡＣＣＰ導入の流れはどんな感じ？
・ＨＡＣＣＰ導入のメリット教えて？
・なんか面倒くさそう？
・お悩み相談コーナー


